
 

 

                   令和８年４月 

保護者各位 

 八王子市立横山第二小学校 

校 長 小 林 錠 

横山第二小学校 いじめ防止基本方針 
 

１ いじめ問題に対する基本方針 
  いじめは重大な人権侵害であり、どの子も安全に楽しく学校生活を送れるように指導を徹底することが学校
にとって喫緊の課題である。したがって、いじめ問題への取組に当たっては、校長のリーダーシップのもとに
学校全体で組織的な取組を行う必要がある。 

  そのためには、早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防」 
「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開することが求められる。 
本校においては、すべての教職員が、「いじめはどの子供にも、どの学校においても起こり得る、だれもが加 
害者にも被害者にもなり得る」という認識に立ち、教育委員会や家庭、地域と連携し、『いじめ未対応ゼロ』を 
徹底し、いじめの未然防止と早期発見・対応・解決の取組を徹底することをここに確認する。 

 
２ 主な取組 
（１） 道徳教育等の充実 

   ①道徳科の時間を要として、教育活動全体を通じた道徳教育を充実させ、自己を他者との関わりの中でとら
え、望ましい人間関係の育成を図る指導を計画的に行う。いじめ防止を目指した道徳科授業を年３回のふ
れあい月間中に、全学級で実施する。 

   ②学級活動の充実を図り、社会的スキルの学習等、コミュニケーション能力を高める活動や体験を重視した
教育活動を推進し、人間関係形成・社会参画・自己実現の力を育む。 

   ③児童会における活動等、児童自身の主体的な参画によるいじめ問題への取組を継続的に行う。 
   ④家庭や地域と連携し思いやりの心や生命尊重の態度等、児童の豊かな心を育むための取組を推進する。 
 
（２） 未然防止や早期発見のための措置 
本校においては、いじめ問題への組織的な取組を推進するため、いじめ問題に特化した機動的な「学校いじめ
対策委員会」を設置している。その委員会を中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ない
じめ対策を行う。 

   ①「学校いじめ対策委員会」（いじめの防止等の対策のための組織）を設置して定期的に児童の情報を共有
し、組織的に対応する。 

   ②いじめ防止に特化した児童朝会における校長講話を各学期に１回以上実施し、「いじめは絶対に許さない」
という学校としての強いメッセージを全校児童に発信する。 

   ③「いじめに関するアンケート」を全児童対象に年３回実施し、回答する児童自身についてだけでなく児童
の目から見た不適切な行動も検討の対象として扱い、教職員の目の届かない部分にも注意を向けていく。 

 

（３） 学校いじめ対策委員会 構成と主な活動内容 

＜構成員＞校長、副校長、主幹教諭、生活指導主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、ＳＣ、SSW等 

①毎週木曜日の生活夕会を活用し、児童の生活上の課題などを全教職員で情報提供・情報共有を図る。 
②毎週金曜日に学校いじめ対策委員会を行い、担当以外の教員同士も児童の様子を伝え合い情報共有すると 
共に今後の対応や対策を検討し決定する。状況により、臨時に会をもつ場合もある。また、いじめ対応会 
議を毎週金曜日に実施し、全教職員での情報共有を行う。 

③「ふれあい月間」を通じて、いじめに関する児童のアンケート等を年３回実施する。また、アンケートの
結果に応じて担任と児童の二者面談を実施し、いじめの早期発見・対応に努める。 
④「ふれあい月間」を通じて、いじめに関する道徳の授業を年３回実施する。 
⑤いじめまたは、いじめの疑いのある事案が生じた際、学校いじめ対策委員会で情報共有、対応の検討をす
るなど迅速、的確に事実の確認、収拾にあたる。 
⑥いじめが確認された際、いじめを受けた児童又はその保護者に対する支援や、いじめを行った児童に対す
る指導及びその保護者に対する助言を行う。 
※必要に応じて学校運営協議会等と情報共有し対応する。犯罪行為として扱うべきであると判断される
場合は、警察等と連携して対応する。 

⑦スクールカウンセラーによる相談活動を充実させ、いじめの未然防止を図る。 
⑧学級活動における社会的スキルの学習等、コミュニケーション能力を高める活動や体験を重視した教育活
動を推進する。 
⑨児童会における活動等、児童自身の主体的な参画によるいじめ防止への取組を継続的に行う。 



 

 

   
連絡・相談をしておいた 
方がよいと判断した場合 

（４）インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 
 ① セーフティ教室、ＳＮＳ利用に関する資料の活用、各教科・領域を通じ児童へ情報モラルの指導を徹底
すると共に、家庭へ協力を依頼する。 

 ② 学校非公式サイト等の有害情報を把握した際には、関係諸機関と連携し、迅速な対応を図る。 
 
３ 重大事態への対処 
（１）教育委員会と連携し、事実関係を明確にするための調査を行う。 
（２）いじめを受けた児童及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供する。 
（３）教育委員会や警察、関係諸機関と連携し、解決に向けて徹底した対応を図る。 
 
４ いじめ対応校内体制 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ問題の発生・発見 

担任・学年主任 

養護教諭・ＳＣ等 

児童から 

保護者や 

地域から 

教職員から 

学校いじめ対策委員会召集 
緊急対応会議１ 

学年主任、養護教諭、生活指導主任、特別支援 

教育コーディネーター、スクールカウンセラー 

(ＳＣ）、主幹教諭、副校長等へ報告・相談 

第１次 事実確認・情報収集 

●深刻ないじめ問題では
ない場合 

担任や学年主任、生活指導主任 

による指導、養護教諭や 

ＳＣによる相談で対応 

▲深刻ないじめ問題の可能性
ありと判断された場合 

第２次 事実確認・情報収集 

担任、学年主任、養護教諭、生活指導主任、特別支援教育コーディネーター、ＳＣ、主幹教諭により情報を 

収集する。 被害児童側→加害児童側の順 

学校いじめ対策委員会召集 
緊急対応会議２ 

情報の整理、対応についての検討、役割分担、その他 

１ 被害児童の保護 

２ 被害児童保護者への説明 

１ 加害児童への指導 

２ 加害児童保護者への説明と今後の

指導方針の相談 

⦿ 問題解決が困難な場合、必要に応じて学校運営協議会等と情報共有をし、対応する。 

⦿ 犯罪行為として扱われるべきと判断される場合は、警察と連携して対応する。 

加害児童の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導するとともに、 

教職員全員の共通理解、保護者の協力、警察や児童相談所等との連携の下、当該児童が抱え 

る問題の解決を図る。 



 

 

５ いじめ防止に向けての全体計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜保護者との連携＞ 

◎ 啓発活動 

◎ 保護者からの情報 

◎ 家庭でのいじめ防止指導 

＜地域との連携＞ 

◎ 地域からの情報 

◎ 地域と共に心の教育 

◎ 地域を理解する指導 

＜関連機関との連携＞ 

◎ 学校運営協議会、学校サポートチーム 

◎ 民生児童委員、主任児童委員、青少対 

◎ 警察、児童相談所、教育委員会 等 

教科学習・道徳・特別活動 

・生活指導等におけるいじめの予防 

１ いじめ防止研修を学期に１回実施 

いじめ防止に関する教職員と児童の意識向上 

２ 道徳科授業の充実（ふれあい月間中に、 

いじめ防止の道徳科授業を年３回実施） 

３ ふれあい月間の取組の充実と活用 

（児童朝会、道徳、学級活動、学級指導、 

朝の会・帰りの会等） 

４ 教科等における人権課題の指導、 

思いやりの心の育成 

５ 縦割り班活動を活用した異年齢交流 

６ 人権教育月間の活用と児童への周知指導 

  （教師の言葉、教師の行動） 

７ 学級活動の充実と社会的スキルの指導 

８ 学校全体での言葉づかいの指導 

９ 奉仕活動の充実 

10 各教科指導の一層の充実 

（分かる喜び・できる楽しさを味わえる授業） 

11 学年主任、生活指導主任、生活指導部との 

情報交換及び研修会等の充実 

12 全職員の情報交換（学年・専科の連携） 

13 全児童へ「いじめは絶対に許さない」意識の

徹底的指導（傍観、はやし立て、見ぬふり） 

➡ 大人へ知らせることの大切さを指導 

14 いじめを許さない学年・学級経営、 

よりよい集団作り 

15 計画委員会を中心とした「あいさつ運動」 

早期発見・早期解決 

１ 見守りシート・アンケート等により早期発見 

２ 児童観察等による児童理解と 

児童の状況の確認 

３ 児童との面談 

 ➡ ４～６年生は全児童がＳＣと面談。 

児童理解、状況把握等 

４ 専科担当等からの情報の収集 

５ 発見後の学年対応 

６ 早期の対応・解決のために 

 ➡ 正確・迅速な事実解明 

 ➡ 被害を受けている児童、 

保護者からの事実確認 

➡ 周りの児童からの事実確認 

７ 被害児童の心のケア（ＳＣ、養護教諭等活用） 

８ 緊急の対策 

➡ 被害を受けている児童の保護 

 ➡ 一時避難、座席移動、保健室登校等 

➡ 被害者のつらさを理解する指導 

９ 解決に向けての組織的対応 

➡ 個人情報を重視しつつ正確な情報提示 

➡ 週番等の詳細な校内の点検・指導の強化 

➡ 学年・専科等の連携 

10 保護者、学年・生活指導部・ 

管理職等が連携した組織的な対応 

11 人権尊重教育、及び健全育成の取組を 

全校で実施 

12 継続的な見守りと対応 

人権尊重教育 健全育成 

思いやりのある子の育成   いじめを許さない 
          （学校重点目標）      心の育成・いじめの防止 
 

【定義】「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が学校に在籍している等、当該児童等と一定の

人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを

いう。 



 

 

６ いじめ防止教育年間指導計画 
 
＜１学期＞ 
１ 新年度、いじめ防止教育の組織作り 
➡ SCとの連携、学校いじめ対策委員会の開催、ケース会議、校内委員会、生活指導夕会、 

民生・児童委員との連絡会、生活指導全体会 
２ ふれあい月間の活用① 
➡ いじめを発見・兆候を察知するための児童アンケート実施 
➡ いじめ防止のために特化した、学級活動・道徳の授業実施 

３ 八王子市いのちの大切さを共に考える日の取組 
➡ 全校朝会における校長講話、「いのちの大切さ」のメッセージ発信、取組内容の説明 
➡ 学級指導における「命の大切さ」を題材とした本の読み聞かせ 
➡ 全教育活動における「生命の尊さ」に関する取組 
➡ 保護者・地域に向けた取組内容の発信 

４ ＳＯＳの出し方に関する教育の実施 
５ QUアンケートの活用①（６年生） 
➡ 児童理解、児童の人間関係の把握、いじめの兆候の察知 

６ 児童朝会でのいじめ防止の校長・生活指導担当等による講話 
➡「いじめは絶対に許さない」メッセージの発信 

７ 代表委員会を中心とした「あいさつ運動」の実施 
 ➡ 互いに顔を合わせ、声をかけ合う 
８ 学校評価（保護者）・児童アンケートの活用 
➡ 学校評価（保護者）における「いじめ防止」の項目の客観的評価 

 ➡ 児童アンケートにおける「いじめ」の発見、迅速な組織的対応 
 
 
＜２学期＞ 
１ 児童理解の充実 
➡ SCとの連携、学校いじめ対策委員会の開催、ケース会議、校内委員会、生活指導夕会 

２ ふれあい月間の活用② 
➡ いじめを発見・兆候を察知するための児童アンケート 
➡ いじめ防止のために特化した、学級活動・道徳の授業実施 

３ 児童朝会でのいじめ防止の校長・生活指導担当等による講話 
➡「いじめは絶対に許さない」メッセージの発信 

４ 計画委員会を中心とした「あいさつ運動」の実施 
 ➡ 互いに顔を合わせ、声をかけ合う 
５ 学校評価（保護者）・児童アンケートの活用 
 ➡ 学校評価（保護者）における「いじめ防止」の項目の客観的評価 
 ➡ 児童アンケートにおける「いじめ」の発見、迅速な組織的対応 
 
 
＜３学期＞ 
１ 児童理解の充実 
➡ SCとの連携、学校いじめ対策委員会の開催、ケース会議、校内委員会、生活指導夕会 

２ ふれあい月間の活用③ 
➡ いじめを発見・兆候を察知するための児童アンケート 
➡ いじめ防止のために特化した、学級活動・道徳科の授業実施 

３ 計画委員会を中心とした「あいさつ運動」の実施 
 ➡ 互いに顔を合わせ、声をかけ合う 
４ 児童朝会でのいじめ防止の校長・生活指導担当等による講話 
➡「いじめは絶対に許さない」メッセージの発信 
 
 

 

◎ 児童朝会・道徳科授業・学級活動・学級指導等を活用した「いじめの未然防止」の取組 

◎ 児童アンケートによる「いじめの早期発見」「いじめへの迅速な対応」 

◎ 学校いじめ対策委員会、ケース会議、生活指導夕会等を活用した教職員の情報提供・情報共有 

◎ 学校いじめ対策委員会、学校サポートチーム等を活用した「いじめ」への迅速・的確な組織的な対応 

◎ スクールカウンセラーによる「全４年生」「全５年生」「全６年生」の全員面接による心のケア・いじめの相談 等 

◎ 児童会活動における「いじめ防止」のための全校的取組「あいさつ運動」 


